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2026 年度 はちまん幼稚園 重要事項説明書 
 
はちまん幼稚園（以下「本園」という。）が、教育・保育の提供に当たり、保護者に対し、利⽤前に説
明すべき重要事項は次のとおりです。 
 
１．施設の⽬的 

本園は、教育基本法の精神に則り、学校教育法に従い、幼児を保育し、適当な環境を与えて、そ
の⼼⾝の発達を助⻑することを⽬的とします。 
 

２．運営の⽅針 
幼児の健全な成⻑発達は、それぞれの時期に⼦どもの可能性を⼗分に伸ばすことにかかっています。
次のような⼦ども達を育てるため、集団活動を通じ、⼼⾝ともに健やかで豊かな⼈間性と正しい
社会性の調和的発達を助⻑する教育をめざします。 
① 健全な⾝体をつくることに努⼒し、いのちを⼤切にする⼦どもを育てる。 
② 「あそび」をとおして、⽣活の知恵を学び、友達をつくり、創造的な⽣き⽅ができる⼦どもを

育てる。 
③ 美しいものに感動し、まわりのものに深い関⼼をよせ、⾃分の発⾒や考え⽅を表現できる⼦ど

もを育てる。 
 

３．施設の概要 
設置者  学校法⼈愛知児童⽂化学園 
法⼈所在地  瀬⼾市⼋幡台 4-14-1 
法⼈代表者⽒名 理事⻑ ⽵川 ⼤介 
施設名称  はちまん幼稚園 
施設所在地  愛知県瀬⼾市⼋幡台 4-14-1 
施設代表者名 園⻑ 横江 綾 
電話番号  0561-83-8703 
 

４．提供する特定教育・保育の内容 
本園は、幼稚園教育要領に基づき、⼩学校就学前の⼦どもの⼼⾝の状況等に応じて、特定教育・
保育の提供を適切に⾏います。 
 

５．職員の勤務体制 
職種 員数 職務の内容 
園⻑ 1 園の統括 
副園⻑もしくは主任 3 園⻑補佐及び教諭の統括 
教諭 23 幼児の教育 
事務職員 3 園の事務、経理、給⾷ 
⽤務・その他 5 環境整備、保育・事務補助、バス乗⾞補助など 

※職員数は変動する場合があります。 
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６．特定教育・保育を⾏う⽇及び時間 
⼟・⽇・祝を除く⽉曜から⾦曜 ただし、次の⽇を除きます。 
（１）学年初 ４⽉ １⽇から、４⽉ ８⽇まで 
（２）夏季  ７⽉１８⽇から、８⽉３１⽇まで 

冬季  １２⽉１９⽇から、１⽉ ７⽇まで 
（３）学年末 ３⽉１７⽇から、３⽉３１⽇まで 
（４）愛知県⺠の⽇学校ホリデー 
（５）⼊園式 進級児のみ休園 

卒園式 満 3歳児・年少児・年中児のみ休園 
（６）⾮常変災その他急迫の事情があるとき、⼜は伝染病予防上必要があるとき 
（７）その他園⻑が必要と認めた⽇ 
※2026 年度予定 詳細は園便り等でお知らせします。 
※夏季、冬季、学年初、学年末に預かり保育を⾏うことがあります。 
 
通常保育   09:00〜14:30 
預かり保育   08:00〜17:30（教育時間を除く） 
⻑期休業⽇預かり保育 08:00〜17:30 
 

７．提供する教育の内容 
（１）年間⾏事計画 

⽉ ⾏     事 

４⽉ ・⼊園式 

５⽉ ・春の遠⾜ ・さつまいも苗植え ・避難訓練 ・⾝体測定 

６⽉ ・プール開き ・⻭科検診 ・内科検診  

７⽉ ・個⼈懇談 ・ちびっこデイキャンプ（年⻑児） ・⾝体測定 

８⽉ ・夏季保育 

９⽉ ・避難訓練 ・交通安全教室 ・⾝体測定 

１０⽉ ・運動会 ・おいもほり ・おいもパーティー 

１１⽉ ・冬のからだづくり ・秋の遠⾜ ・⾝体測定 

１２⽉ ・個⼈懇談 ・冬まつり 

１⽉ ・団体観劇 ・⾝体測定 

２⽉ ・節分 ・作品展 

３⽉ ・お別れ会 ・卒園式 ・⾝体測定 

※ 誕⽣会は毎⽉実施します 

（２）給⾷の提供 
当園では、「外部搬⼊」により、⼦どもの年齢に応じた⾷事の提供を⾏います。学期単位で給⾷コ
ースの変更が可能です。⼦どもと相談の上、給⾷コースを決定してください。なお、アレルギーな
どで⾷べられないものがありましたら、事前に園までご相談ください。 



3 
 

 
８．納付⾦の種類及び理由並びにその額 

費⽤の種類 理由 額 
⼊園⼿続き費⽤ ⼊園⼿続きに係る事務費に充当 5,000円 
⼊園⾦ 教育の質の向上に充当 30,000円 
教育充実費 教育の質の向上に充当 12,000円 
誕⽣会費 カード・おやつ・誕⽣会⾏事に充当 500円（⽉額） 
災害備蓄費 災害対策に充当 3,000円 
⽤品代・園服代 ⽤品代・園服代に充当 30,000円程度 
⽇本スポーツ振興センタ
ー掛⾦ 

掛⾦（保護者負担分）に充当 200円 

給⾷費 給⾷費に充当 390円（1⾷） 
⽗⺟の会費 保護者会費に充当 500円（⽉額） 
預かり保育料 預かり保育に係る施設設備費・⼈件

費・経費に充当 
通常保育後 120円(30 分) 
早朝保育  240円(⽇額) 

遠⾜代 園外保育に係る⼊館料・バス代・下⾒
代に充当 

5,000円程度 

卒園アルバム 卒園児のアルバム代・集合写真代 1,380円（⽉額） 
冷暖房費 光熱費に充当 4,800円 

※遠⾜など⾏事にかかる費⽤は、毎⽉の請求明細にて⾦額をお知らせします。 
※現⾦で集⾦した費⽤については領収証を発⾏します。毎⽉の⼝座振替にて集⾦した費⽤について
は、保護者の指定された⼝座の通帳の記載をもって、領収証に代えさせていただきます。領収証の
発⾏が必要な場合は職員室までお申し出ください。 
 

９．利⽤定員 
1 号認定⼦ども 180 ⼈ 
 

１０． 特定教育・保育の利⽤開始、終了に関する事項 
⼊園は、園⻑がこれを許可します。 

原則申込順に受付をします。 

統合保育の関係により受付できないことがあります。 

利⽤定員に空きがない場合は受付できません。 

 

本園は、以下の場合には教育の提供を終了します。 

（１）園児が⼩学校就学の始期に達したとき 

（２）園児の保護者が、⽀給要件に該当しなくなったとき 

（３）その他、利⽤の継続について重⼤な⽀障⼜は困難が⽣じたとき 

※必要な納付⾦の未納が 2ヶ⽉以上に及んだ場合、退園の措置をとります。 
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１１． 相談・苦情申⽴て窓⼝ 

教育に関する相談、苦情等については、以下の窓⼝にて対応します。苦情等については、誠意
をもって早急に問題を解決するよう努めるとともに、教育の質の向上に努めます。 

はちまん幼稚園 苦情相談窓⼝ 苦情解決責任者：園⻑ 
     苦情解決担当者：園⻑・副園⻑・主任 
     連絡先    ：0561-83-8703 

 
１２． 虐待の防⽌ 

虐待の防⽌のため、必要な措置を講じます。 
本園の職員⼜は保護者等による虐待が疑われる場合は遅滞なく児童相談所等の機関に通告しま
す。この際、園児の安全を最優先し、職員⼜は保護者の了承を得ずに通告する場合があります。 

 
１３． 秘密保持等 

本園の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た園児⼜はその家族の秘密を洩らしません。
また、本園は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た園児⼜はその家族の
秘密を洩らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

 
１４． その他 

当該重要事項説明書に定めるもののほか、⼊園、利⽤に当たっての詳細な留意事項等について
は、園児募集要項、誓約書、⼊園のしおり、園便りによります。 

以上 


